
２７清須保第１３０号 

平成２７年１１月１３日 

 

清須市国民健康保険運営協議会 

会 長  後 藤 昌 治  様 

 
                  清須市長  加 藤 静 治      

 
清須市国民健康保険税の改正について（諮問） 

 
このことについて、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１条及

び清須市国民健康保険運営協議会規則（平成１７年規則第９４号）第２条第１項

の規定により、下記の事項について貴協議会の意見を求めます。 

 
記 

 

区 分 
国 民 健 康 保 険 税 率（平成２８年度） 

医療給付費分 後期高齢者支援金等分  介護納付金分 

所得割額 ５．０％ １．１％ ０．９％ 

資産割額 ２９．０％ １０．０％ ５．３％ 

均等割額 １４，５００円 ５，５００円 ５，７００円 

平等割額 １７，０００円 ６，０００円 ５，１００円 

 

区 分 
国 民 健 康 保 険 税 率（平成２９年度以降） 

医療給付費分 後期高齢者支援金等分  介護納付金分 

所得割額 ５．０％ １．１％ １．１％ 

資産割額 ２７．０％ １０．０％ ５．３％ 

均等割額 １６，０００円 ６，０００円 ６，２００円 

平等割額 １８，０００円 ６，０００円 ５，４００円 

 

 


